
川崎市ワンルーム形式集合住宅等建築指導要綱手続きフロー

管理状況報告書（参考様式）の作成 受付

（写真、管理規約等を添付）

受付

受付

 ③ごみの協議書（写し） 受領

工事完了

（協議は各区の生活環境事業所で行う）

計画書　副本返却

管理状況の報告を求めた
場合

建築確認申請

工事完了届　副本返却

工事着工

工事完了届（第６号様式）の作成 受付

（確認申請を行う14日前まで）

 ②説明報告書(第４号様式)の作成※3

現地に標識を設置※3

隣接住民へ説明会・個別訪問後、

建築主

 ①標識設置届(第３号様式)の作成※3

建築管理課

事前相談（必要な場合） 基準等の説明

計画書（第1号様式）の作成 受　付

提出期限

①総合調整条例※1の対象事業の場合、条例に基づく事業概要書を提出する前まで

②紛争調整条例※2の対象事業の場合、条例に基づく標識を設置する前まで

③上記以外の場合、要綱に基づく標識を設置する前まで

※3）総合調整条例・紛争調整条例の対象

となる場合は、各条例の標識の設置、

標識設置届・説明報告書の写しで可

副本返却前に

建築確認申請

・工事着工

できます
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書
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出
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、
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～
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２部提出

１部提出

１部提出

１部提出

２部提出

１部提出

※1 ）総合調整条例：川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例
※2 ）紛争調整条例：川崎市中高層建築物等の建築及び開発行為に係る紛争の調整等に関する条例


